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坂
展
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君
提
出
池
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業
廃
棄
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処
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場
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し
、
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一 

 



 

一
の
（
2
）
に
つ
い
て 

一
の
（
1
）
に
つ
い
て 

砂
防
法
第
四
十
一
条
は
、
同
法
に
規
定
す
る
私
人
の
義
務
の
違
反
に
関
し
て
命
令
に
よ
り
罰
則
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る

と
し
て
い
る
が
、
同
条
の
「
命
令
」
に
は
都
道
府
県
の
規
則
も
含
ま
れ
る
も
の
で
あ
り
、
現
在
、
同
条
に
基
づ
く
都
道
府
県

の
規
則
に
お
い
て
必
要
な
罰
則
の
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

ま
た
、
砂
防
法
は
、
砂
防
設
備
、
砂
防
指
定
地
に
係
る
行
為
の
規
制
等
に
関
す
る
規
定
を
置
き
、
同
法
に
基
づ
い
て
制
定

さ
れ
る
都
道
府
県
の
規
則
等
と
あ
い
ま
っ
て
土
石
流
災
害
の
防
止
、
洪
水
の
発
生
の
防
止
等
を
図
る
た
め
に
必
要
な
法
制
上

の
対
応
を
行
っ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
御
指
摘
の
よ
う
に
「
目
的
が
明
記
」
さ
れ
て
い
な
い
た
め
に
「
法
整
備
上
の
課
題
が 

石
流
の
下
流
へ
の
流
下
及
び
治
水
上
有
害
な
土
砂
の
生
産
を
防
止
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
土
石
流
災
害
の
防
止
、
河
床
の
上

昇
に
よ
る
洪
水
の
発
生
の
防
止
等
を
図
る
た
め
に
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。 

砂
防
法
（
明
治
三
十
年
法
律
第
二
十
九
号
）
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
く
土
地
の
指
定
は
、
当
該
指
定
さ
れ
た
土
地
（
以
下

「
砂
防
指
定
地
」
と
い
う
。
）
の
区
域
に
お
い
て
砂
防
設
備
の
設
置
又
は
一
定
の
行
為
の
禁
止
若
し
く
は
制
限
を
行
い
、
土 

衆
議
院
議
員
保
坂
展
人
君
提
出
池
田
町
産
業
廃
棄
物
処
分
場
建
設
計
画
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

三 

 



 

一
の
（
4
）
に
つ
い
て 

一
の
（
3
）
に
つ
い
て 

十
八
条
に
基
づ
く
砂
防
指
定
地
又
は
地
す
べ
り
防
止
区
域
内
に
お
け
る
行
為
の
制
限
に
関
し
、
宅
地
造
成
、
ゴ
ル
フ
場
造
成

等
の
土
地
の
形
質
の
変
更
を
伴
う
工
事
に
係
る
許
可
を
円
滑
か
つ
適
正
に
行
う
た
め
の
技
術
的
な
審
査
基
準
を
示
し
た
も
の

で
あ
り
、
現
在
も
効
力
を
有
し
て
い
る
。 

ら
、
両
者
の
罰
則
規
定
を
罰
金
の
多
寡
等
に
よ
っ
て
単
純
に
比
較
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
と
考
え
る
。 

下
「
開
発
審
査
基
準
」
と
い
う
。
）
は
、
砂
防
法
第
四
条
又
は
地
す
べ
り
等
防
止
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
三
十
号
）
第 

な
お
、
砂
防
法
第
四
十
一
条
に
よ
り
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
罰
則
の
法
定
刑
の
範
囲
に
つ
い
て
は
、
同
法
の
趣
旨
、
保
護

法
益
等
に
照
ら
し
直
ち
に
不
十
分
な
も
の
と
は
言
え
な
い
と
考
え
て
い
る
。
ま
た
、
同
条
に
基
づ
く
都
道
府
県
の
規
則
に
お

け
る
罰
則
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
適
切
に
定
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
る
。 

未
解
決
で
あ
る
」
と
は
考
え
て
い
な
い
。 

御
指
摘
の
「
砂
防
指
定
地
及
び
地
す
べ
り
防
止
区
域
内
に
お
け
る
宅
地
造
成
等
の
大
規
模
開
発
審
査
基
準
（
案
）
」
（
以 

砂
防
法
と
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
と
は
法
律
の
趣
旨
、
保
護
法
益
等
を
異
に
す
る
こ
と
か 

四 

 



 

二
の
（
4
）
に
つ
い
て 

二
の
（
2
）
及
び
（
3
）
に
つ
い
て 

二
の
（
1
）
に
つ
い
て 

砂
防
法
第
三
十
条
に
基
づ
き
命
令
す
る
べ
き
措
置
の
内
容
及
び
当
該
命
令
に
係
る
義
務
が
実
際
に
履
行
さ
れ
た
か
に
つ
い

て
は
、
治
水
上
砂
防
の
観
点
か
ら
個
別
に
判
断
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
御
指
摘
の
「
伐
採
」
に
つ
い
て
は
、
香
川
県
は
、 

こ
と
か
ら
、
開
発
審
査
基
準
が
そ
の
ま
ま
適
用
で
き
る
事
例
と
は
考
え
て
い
な
い
が
、
香
川
県
に
対
し
て
は
必
要
に
応
じ
て

助
言
、
指
導
等
を
行
っ
て
い
る
。 

香
川
県
砂
防
管
理
規
則
（
昭
和
二
十
八
年
香
川
県
規
則
第
四
十
五
号
）
は
、
香
川
県
知
事
が
砂
防
法
施
行
規
程
（
明
治
三

十
年
勅
令
第
三
百
八
十
二
号
）
第
三
条
に
基
づ
い
て
制
定
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
解
釈
及
び
適
用
に
つ
い
て
は
、
基
本
的

に
は
香
川
県
知
事
が
行
う
べ
き
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。 

な
お
、
助
言
、
指
導
等
を
行
う
に
当
た
っ
て
、
御
指
摘
の
よ
う
に
「
産
廃
施
設
の
建
設
」
を
前
提
と
し
て
い
る
事
実
は
な

い
。 御

指
摘
の
「
産
廃
施
設
」
（
以
下
「
本
件
施
設
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
そ
の
盛
土
材
料
等
が
特
殊
な
も
の
で
あ
る 

五 

 



 

二
の
（
6
）
に
つ
い
て 

二
の
（
5
）
に
つ
い
て 

て
、
許
可
を
行
う
か
否
か
の
判
断
を
行
う
こ
と
と
な
る
。 

て
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
香
川
県
知
事
は
、
同
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
本
件
施
設
が
同
条
第
二
項
第
一
号

の
規
定
に
基
づ
く
技
術
上
の
基
準
に
適
合
し
て
い
る
か
及
び
災
害
防
止
の
た
め
の
計
画
が
定
め
ら
れ
て
い
る
か
を
審
査
し 

を
命
令
し
、
そ
の
後
現
地
を
確
認
し
た
上
で
当
該
命
令
に
係
る
義
務
が
履
行
さ
れ
た
と
の
判
断
を
行
っ
た
も
の
と
聞
い
て
い

る
。 産

業
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年

法
律
第
百
三
十
七
号
。
以
下
「
廃
棄
物
処
理
法
」
と
い
う
。
）
第
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
都
道
府
県
知
事
（
保
健
所
を
設
置

す
る
市
に
あ
っ
て
は
市
長
）
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
仮
に
本
件
施
設
の
設
置
に
つ
い 

同
条
に
基
づ
い
て
治
水
上
砂
防
の
観
点
か
ら
「
石
積
等
に
よ
る
法
止
」
の
施
工
、
「
土
質
等
に
適
合
し
た
植
栽
」
の
施
工
等 

こ
の
場
合
、
産
業
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場
が
砂
防
指
定
地
内
に
あ
る
と
き
に
は
、
砂
防
法
に
基
づ
き
治
水
上
砂
防
の
観
点

か
ら
別
途
必
要
な
規
制
が
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
。 

六 

 



 

二
の
（
7
）
に
つ
い
て 

香
川
県
に
よ
れ
ば
御
指
摘
の
「
伐
採
」
に
係
る
経
緯
は
、
同
県
小
豆
郡
池
田
町
池
田
大
川
に
係
る
砂
防
指
定
地
内
で
違
法

の
疑
い
が
あ
る
行
為
が
な
さ
れ
て
い
る
と
の
指
摘
が
平
成
九
年
六
月
に
同
県
議
会
で
な
さ
れ
、
こ
れ
を
受
け
て
同
年
七
月
九

日
に
同
県
土
木
部
砂
防
課
が
現
地
調
査
を
実
施
し
た
結
果
、
指
摘
さ
れ
た
砂
防
指
定
地
の
一
部
で
違
法
行
為
が
な
さ
れ
て
い

る
事
実
が
確
認
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
当
該
違
法
行
為
を
行
っ
た
者
に
対
し
同
年
九
月
九
日
に
砂
防
法
第
三
十
条
に
基
づ
く
命

令
を
発
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
同
県
は
違
法
行
為
を
黙
認
し
て
い
た
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
、
同
県
が
産
業
廃
棄
物
の

最
終
処
分
場
の
設
置
を
前
提
と
し
た
指
導
を
行
っ
た
事
実
は
な
い
と
承
知
し
て
い
る
。 

あ
っ
た
場
合
に
は
、
香
川
県
知
事
は
、
本
件
施
設
が
埋
立
地
か
ら
の
浸
出
液
に
よ
る
公
共
の
水
域
及
び
地
下
水
の
汚
染
を
防

止
す
る
た
め
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
等
の
技
術
上
の
基
準
に
適
合
し
て
い
る
か
等
に
関
し
て
審
査
を
行
い
、
許
可 

な
お
、
廃
棄
物
処
理
法
は
、
産
業
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場
の
設
置
の
許
可
に
つ
い
て
は
都
道
府
県
知
事
等
が
二
の
（
5
）

に
つ
い
て
で
述
べ
た
観
点
か
ら
行
う
も
の
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
厚
生
省
に
お
い
て
は
、
個
別
の
産
業
廃
棄
物
の
最

終
処
分
場
及
び
そ
の
予
定
地
に
つ
い
て
、
砂
防
指
定
地
が
含
ま
れ
て
い
る
か
否
か
は
把
握
し
て
い
な
い
。 

二
の
（
5
）
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
、
仮
に
本
件
施
設
の
設
置
に
つ
い
て
香
川
県
知
事
に
対
し
て
許
可
の
申
請
が 

七 

 



 

二
の
（
8
）
に
つ
い
て 

な
お
、
昨
年
六
月
の
廃
棄
物
処
理
法
の
一
部
改
正
に
よ
り
、
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
許
可
に
際
し
、
都
道
府
県

知
事
等
は
、
そ
の
施
設
が
生
活
環
境
の
保
全
上
の
観
点
か
ら
国
が
定
め
た
技
術
上
の
基
準
に
適
合
し
て
い
る
か
に
加
え
、
新

た
に
当
該
施
設
の
設
置
に
関
す
る
計
画
及
び
当
該
施
設
の
維
持
管
理
に
関
す
る
計
画
が
周
辺
地
域
の
生
活
環
境
の
保
全
に
つ

い
て
適
正
な
配
慮
が
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
も
審
査
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
改
正
後
の
規
定

は
本
年
六
月
十
七
日
か
ら
施
行
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
今
後
は
、
産
業
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場
の
設
置
の
許
可
に
際
し
て
も
、

個
々
の
施
設
の
周
辺
地
域
の
生
活
環
境
の
実
情
に
応
じ
た
よ
り
き
め
細
か
な
配
慮
を
行
う
こ
と
が
可
能
と
な
る
も
の
と
考
え

て
い
る
。 

を
行
う
か
否
か
の
判
断
を
行
う
こ
と
と
な
る
。 

厚
生
省
に
お
い
て
は
、
産
業
廃
棄
物
の
処
理
に
関
し
廃
棄
物
処
理
法
第
十
六
条
に
違
反
す
る
廃
棄
物
の
投
棄
等
の
廃
棄
物

処
理
法
に
違
反
す
る
行
為
が
行
わ
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
行
為
を
行
っ
た
者
に
対
し
廃
棄
物
処
理
法
第
十
九
条
の
四
に
基
づ

く
措
置
命
令
等
を
行
う
と
と
も
に
必
要
に
応
じ
て
司
法
当
局
に
告
発
を
行
う
こ
と
に
よ
り
厳
し
く
対
処
す
る
よ
う
、
都
道
府

県
等
に
対
し
指
導
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
と
も
廃
棄
物
処
理
法
に
違
反
す
る
行
為
に
対
し
て
厳
正
な
対
処
が 

八 

 



 

 

九 

な
さ
れ
る
よ
う
取
り
組
ん
で
ま
い
り
た
い
。 


